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成長産業分野認証取得事業補助金交付要綱 
 

（趣旨） 

第１条 知事は、成長産業分野における新規参入又は取引拡大に取り組む県内企業に

対し、川下企業等からの要求や受注獲得が期待される認証の取得への取組に要する

経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について

は、新潟県補助金等交付規則（昭和32年新潟県規則第７号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において成長産業分野とは、将来的に成長が見込まれるものづくり

産業分野に係る航空機、自動車及び医療機器関連分野をいう。 

 

（交付基準） 

第３条 この補助金は、予算の範囲内において、別記交付基準により交付するものと

する。ただし、補助対象となる事業者及び事業計画に参加する事業者は、次の各号

に該当する者を除く。 

(1) 暴力団（新潟県暴力団排除条例（平成23年新潟県条例第23号。以下「条例」と

いう。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

(2) 暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

(3) 役員等（法人の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任

を有する者をいう。）が暴力団員である者 

(4) 暴力団員又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

(5) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目

的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している

者 

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供給する等暴力団の

維持又は運営に協力し、又は関与している者 

(7) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

 

（交付の条件） 

第４条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。 

(1) 事業の内容の変更（第11条に定める軽微な変更を除く。）をする場合には、知

事の承認を受けること。  

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。 

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及びその証

拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければ

ならないこと。 

(5) 認証の取得への取組に要する経費の補助事業で、補助事業の完了日までに認証

を取得しなかったときは、補助事業完了後、別に定める期日までに、認証取得の

結果報告及び取組状況の報告をしなければならないこと。 

 

（交付申請書） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者は、別記第１号様式による補助金交付申

請書及び添付書類を知事が指定する日までに知事に提出しなければならない。 

２ 前項の補助金を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、

消費税法（昭和63年法律第108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除で
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きる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による地方

消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

（交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱い） 

第６条 知事は、前条第２項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認

めた時は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。 

２ 知事は、前条第２項ただし書きによる申請がなされたものについては、補助金に

係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定におい

て減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（交付の決定） 

第７条 知事は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要

に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やか

に交付の決定を行うものとする。 

２ 知事は、第１項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（事業の着手時期） 

第８条 事業の着手時期は、交付決定のあった日以降でなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 申請者は、第７条第１項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた場合

において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不

服があることにより、当該申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日

から起算して15日以内に知事に取下げの申請をしなければならない。 

 

（変更の承認等） 

第10条 第７条第１項の規定による交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、次の各号に掲げる要件に該当するときは、あらかじめ別記第２号様式による事

業変更承認申請書を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

(1) 補助事業の内容を変更（次条に定める軽微な変更を除く。）をしようとすると

き。 

(2) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

 

（軽微な変更の範囲） 

第11条 第４条第１号に規定する軽微な変更は、別記交付基準に掲げる補助対象経費

の経費区分欄に掲げる各経費相互間のいずれか低い額の20パーセントを超えない経

費の配分変更とする。 

 

（事業の中止の承認申請） 

第12条 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとする場合には、あ

らかじめ別記第３号様式による事業中止（廃止）承認申請書を知事に提出しなけれ

ばならない。 

 

（遅延等の報告） 

第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

れる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに別記第４号

様式による遅延報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 
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（実施状況報告） 

第14条 補助事業者は、知事が必要と認めて指示をしたときは、知事が指示する期日

までに知事に実施状況を報告しなければならない。 

 

（実績報告） 

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（当該補助事業に係る補助事業者の

補助対象経費全額の支払完了をもって補助事業の完了とし、第12条の規定による補

助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。）は、完了の日（補助事業の中

止又は廃止の承認を受けたときは、その承認の通知を受けた日）から起算して20日

以内又は当該補助金の交付を申請する日が属する会計年度の３月10日のいずれか早

い日までに、別記第５号様式による実績報告書及び添付書類を知事に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の場合において、やむを得ない理由によりその提出が遅延する場合には、あ

らかじめ知事の承認を受けなければならない。 

３ 前項の実績報告に当たって、補助事業者は、補助金に係る消費税等仕入控除税額

が明らかな場合には、当該消費税額及び地方消費税額に係る仕入控除税額を減額し

て報告しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第16条 知事は、前条第１項の実績報告書の提出があった場合は、当該報告書に係る

書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が補助金の交付の決

定の内容（第10条の規定による承認をしたときには、その承認をした内容）及びこ

れに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補

助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第17条 知事は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、遅滞なく補

助事業者に補助金を支払うものとする。 

 

（認証取得等の報告） 

第18条 第４条第５号の規定による認証取得の報告及び取組状況の報告は、別記第６

号様式により報告しなければならない。 

２ 前項の報告において、認証を取得したときには、認証取得後20日以内に、認証取

得結果報告書を提出しなければならない 

３ 取組状況の報告は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、３

月10日までに取組状況報告書を提出しなければならない。ただし、認証を取得して

認証取得結果報告書を提出したときには、以降の取組状況の報告は要しない。 

 

（立入検査等） 

第19条 知事は、補助金交付事業に係る予算の執行の適正を期するため必要があると

きは、補助金の交付を受けた者に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業

所等に立ち入り、補助金交付事業に係る関係帳簿書類その他の物件を検査させ、若

しくは職員に質問をさせることができる。 
２ 本事業終了後、会計検査院等が実地検査に入ることがある。この検査により補助金の

返還命令等の指示がなされた場合はこれに従わなければならない。 

 

（是正のための措置） 

第20条 知事は、補助事業の完了又は中止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合

において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに
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付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させる

ための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第21条 知事は、補助事業者が、補助金を他の用途へ使用し、その補助事業に関して

補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、その全部又は一

部を取り消すことができる。 

２ 知事は、補助事業者、その他業務に関わる者がその補助事業に関し、刑法等法令

又は条例、規則等に違反する行為が行われた場合は、補助金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

 

（補助金の返還） 

第22条 知事は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定め、その返還を

命ずるものとする。 

 

（加算金及び延滞利息） 

第23条 補助事業者は、第21条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられ

たときは、その命令にかかる補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

その補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既

納額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を知事に納付

しなければならない。 

２ 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の

納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、

まずその返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。 

３ 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかった

ときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95

パーセントの割合で計算した延滞金を知事に納付しなければならない。 

４ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜら

れた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期

間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額に

よるものとする。 

５ 知事は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請に基づき、

加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

６ 補助事業者が、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面

にその補助金等の返還を遅延させないために講じた措置及びその補助金等の返還を

困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、知事に提出し

なければならない。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第24条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金

に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、別記第７号様式による消費税額

及び地方消費税額の確定に伴う報告書を速やかに知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告書の提出を受けた場合には、当該消費税等仕入控除税額の全

部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（その他必要な事項） 

第25条 この交付要綱に定めるもののほか、この交付要綱の施行に関し必要な事項は、

知事が別に定める。 
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附 則 

この要綱は、平成29年７月４日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
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別記 交付基準 

 

【補助対象者】 

この補助金で対象とする事業者は、新潟県内に事業所を有する中小企業者（中小企

業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。）の

うち、以下の要件を満たす者とする。 

 

次の要件を全て満たす者 

・補助金等に係る審査等（書類等の整備保管。書類の提出や実地検査の受入）

に協力すること。 

・暴力団と関わりのある事業主ではないこと。 

・支援対象とする時点で倒産している事業主ではないこと。 

 

【補助対象事業】 

補助対象者が、成長産業分野において、川下企業からの認証取得の要求や、認証取

得により受注獲得が期待される場合等に、該当する認証の取得に取り組む事業 

 

〔補助対象となる認証〕 

・航空機関連分野  JISQ9100(AS9100、EN9100)、Nadcap 

・自動車関連分野  IATF16949（ISO/TS16949） 

・医療機器関連分野 ISO13485 

 
(注１)対象となる認証を新規に取得する場合のみ補助対象とし、既に取得して

いる認証の最新年版への移行審査の申請は補助対象外とする。 
(注２)既に認証取得に向けて品質マネジメントシステムの構築等を開始してい

る事業者も対象とするが、補助対象は、交付決定日以降に発生する経費
のみとする。 

(注３)複数年を要する認証取得に対する補助は、当該複数年のうちの１年限り
とする。 

(注４)認証取得が補助対象期間外となる場合には、定期的に取組状況を報告す
ること。また、取得後は速やかに結果を報告すること。（取組状況報告書
及び認証取得結果報告書を提出すること。） 

 

【補助対象経費び補助率】 

補助対象経費 補助率及び補助限度額 

①申請料（申込料） 

②審査料（書類審査、予備審査、本審査の各審査

費用） 

③認証料（初回登録料） 

④委託に要する経費（コンサルタント費用、通

訳・翻訳費用等） 

⑤専門家等謝金 

⑥専門家等旅費 

⑦専門機関等が開催する研修に自社社員を派遣

する場合の受講料・旅費 

⑧その他知事が特に必要と認める経費 

謝金及び旅費は、社内規程等で定めた額を補助対

象経費とする。謝金及び旅費を補助対象経費とし

て申請する者は、謝金規程及び旅費規程等を定め

ておく必要がある。 

補助率：1/2以内 

 

１事業者当たり補助限

度額：1,000千円 

（１年度において１事

業者当たり１回までと

し、複数年にわたる取組

は当該１年度限りとす

る。） 
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【補助対象経費の経費区分】 

経費区分 補助対象経費 

審査登録費 

①申請料 

②審査料 

③認証料 

委託費 ④委託に要する経費 

謝金 ⑤専門家等謝金 

旅費 ⑥専門家等旅費 

研修費 
⑦専門機関等が開催する研修に自社社員を派遣する

場合の受講料・旅費 

その他経費 ⑧その他知事が特に必要と認める経費 

 


